
172

市指定有形文化財（工芸品）

神じ
ん

照し
ょ
う寺じ

木も
く

造ぞ
う

懸か
け

仏ぼ
と
け　
　
　

三
面

指　

定　

昭
和
六
十
二
年
三
月
三
十
一
日

所
在
地　

い
わ
き
市
平
下
神
谷
字
宿

所
有
者　

神
照
寺

室
町
時
代（
十
六
世
紀
）

鏡
板
径　

各
八
〇
・
〇
㎝

神
照
寺
に
は
、
大
型
な
三
面
の
懸
仏
が
現
存
す
る
。
三
面
と
も
ほ
ぼ
同

様
の
形
状
、
構
造
を
示
し
て
い
る
。
鏡
板
周
縁
に
二
重
の
覆ふ
く

輪り
ん

を
つ
け
、

そ
の
内
側
に
二
重
の
圏
線
を
め
ぐ
ら
し
、
内
外
区
を
分
け
る
。
外
区
に
は
、

笠
鋲
飾
を
等
間
隔
に
配
し
、
内
区
中
央
に
本
体
像
を
お
き
、
そ
の
上
方
に

日じ
つ

月げ
つ

を
配
し
て
い
る
。
本
体
像
は
禅ぜ
ん

定じ
ょ
う

印い
ん

を
結
ぶ
釈
迦
如
来
、
定じ
ょ
う

印い
ん

を

結
ぶ
阿
弥
陀
如
来
、
両
手
首
よ
り
先
を
欠
失
す
る
如
来
形（
薬
師
如
来
ヵ
）

で
あ
る
。
い
ず
れ
も
蓮れ
ん

台だ
い

上
に
坐
し
、
両
袖
先
を
台
座
の
両
脇
に
長
く
垂

ら
し
て
い
る
の
が
特
徴
的
で
あ
る
。
勝
行
院
の
木
造
釈
迦
如
来
坐
像（
県
指

定
）、
円
通
寺
の
木
造
聖
観
音
菩
薩
坐
像（
県
指
定
）に
次
ぐ
、
い
わ
ゆ
る
垂す
い

下か

様よ
う

式し
き

で
、
市
内
の
垂
下
様
式
仏
像
彫
刻
史
上
の
展
開
過
程
を
示
し
て
い
る
。

各
鏡
板
は
左
右
に
三
材
を
矧
ぎ
、
前
面
に
漆し
っ

箔ぱ
く

を
施
す
。
本
体
像
は
、

一
材
で
彫
り
だ
し
、
内う
ち

刳ぐ

り
は
施
さ
な
い
。
如
来
形
像
を
除
い
て
、
他
は

両
手
前
膊
袖
口
部
を
別
材
と
し
、
両
手
を
一
材
で
彫
出
し
各
袖
口
に
差
し

込
ん
で
い
る
。
漆
箔
と
し
、
背
面
の
銅
線
で
鏡
板
に
固
定
し
て
い
る
。

三
面
と
も
同
時
期
の
造
立
と
考
え
ら
れ
る
が
、
本
体
像
の
表
現
に
は
多

少
の
違
い
が
あ
る
。釈
迦
如
来
は
幅
広
い
体
躯
の
造
形
も
調
和
が
保
た
れ
、

面
部
や
胸
腹
部
の
肉
付
き
も
ゆ
っ
た
り
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
他
の

二
像
は
、
表
情
に
拙つ
た
なさ
が
み
ら
れ
、
衣え

文も
ん

の
彫
出
に
も
形
式
的
な
固
さ
が

残
る
。
こ
れ
ら
の
相
違
は
、
作
者
の
違
い
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
も
の
と
思

わ
れ
る
。

神
照
寺
は
、花
園
神
社
の
別
当
で
あ
っ
た
。
花
園
神
社
は
文
禄
五
年（
一

五
九
六
）常
陸
の
車
城
主
・
好
間
三
郎
兵
衛
が
岩
城
に
所
替
に
な
っ
た
と

き
、
氏
神
と
し
て
常
陸
花
園
権
現
よ
り
勧か
ん

請じ
ょ
う

し
た
と
い
わ
れ
る
。
現
在
、

神
照
寺
に
は
、
文
禄
五
年
造
立
の
愛
染
明
王
像
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。



173

市指定有形文化財（工芸品）

木も
く

造ぞ
う

扁へ
ん

額が
く

「
禅ぜ
ん

勝し
ょ
う

山ざ
ん

」「
龍り
ゅ
う

門も
ん

寺じ

」　　
　

二
面

指　

定　

平
成
元
年
三
月
二
十
五
日

所
在
地　

い
わ
き
市
平
下
荒
川
字
諏
訪
下

所
有
者　

龍
門
寺

安
土
桃
山
時
代
・
天
正
十
六
年（
一
五
八
八
）

禅
勝
山　

縦　

四
六
・
六
㎝
、
横　

一
〇
四
・
七
㎝

龍
門
寺　

縦　

五
二
・
五
㎝
、
横　

一
〇
〇
・
三
㎝

「
禅
勝
山
」
は
山
号
額
で
、
檜
板
に
隷れ
い

書し
ょ

体た
い

で
陰
刻
さ
れ
、
中
門
に
掲

げ
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。
現
在
は
本
堂
内
に
保
管
さ
れ
て
お
り
、
正
面
は

黒
漆
仕
上
げ
、
裏
面
に
次
の
よ
う
な
陰
刻
銘
が
あ
る
。

当
山
九
代
且
陽
清
寅
大
和
尚
寄
附
之

大
檀
那
平
常
隆
廿
一
歳
奕
葉

連
枝
億
千
歳

干
時
天
正
十
六
著
雍
困
敦

八
月
上
浣
日（
花
押
）

天
正
十
六
年（
一
五
八
八
）戊（
著
雍
）子（
困
敦
）八
月
上
旬（
上
浣
日
）に
、

岩
城
常
隆
が
家
門
の
繁
栄
を
祈
願
し
て
寄
進
し
た
も
の
で
あ
る
。
連れ
ん

枝し

億
千
歳（
代
々
木
の
枝
が
連
な
る
よ
う
に
な
が
く
繁
栄
が
続
く
こ
と
）を
願
っ
て
、

菩
提
寺
に
寄
進
し
た
背
景
に
は
、常
隆
の
病
弱
を
裏
付
け
る
証
拠
と
な
る
。

天
正
十
八
年（
一
五
九
〇
）八
月
、
小
田
原
参
陣
の
帰
途
、
相
州
鎌
倉
郡
星

谷（
神
奈
川
県
座
間
市
）で
病
没
し
た
常
隆
の
死
没
年
令
を
確
定
す
る
資
料
で

あ
る
。

ま
た
「
龍
門
寺
」
扁
額
は
、
楼
門（
市
指
定
）正
面
に
掲
げ
て
あ
る
。
檜

板
に
陰
刻
し
、
胡ご

粉ふ
ん

と
朱
色
が
残
っ
て
い
る
が
、
長
年
の
風
化
で
い
た
み

が
著
し
い
。
こ
の
扁
額
は
、
寺
伝
『
自
他
門
由
緒
記
』
に
「
文
亀
の
間
に

当
り
て
、
左
馬
頭
源
朝
臣
政
氏
額
を
書
し
て
龍
門
寺
三
代
聞
湲
に
賜
う
、

す
な
わ
ち
山
門
に
掛
く
、
政
氏
公
は
尊
氏
将
軍
の
四
男
基
氏
六
代
の
後
胤

な
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
古
河
公く

方ぼ
う

・
足
利
政
氏（
一
四
六
六
～
一
五
三
一
）

の
筆
で
あ
る
。
政
氏
は
岩
城
盛
隆
・
由
隆
の
援
助
を
得
て
、
権
力
を
保
持

し
て
い
た
公
方
で
あ
る
。
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猿さ
る

楽が
く

面め
ん

及お
よ
び

猿さ
る

田た

彦ひ
こ

面め
ん　
　
　

五
面

指　

定　

平
成
四
年
三
月
二
十
七
日

所
在
地　

い
わ
き
市
平
中
神
谷
字
石
脇

所
有
者　

出
羽
神
社

猿
楽
面　

室
町
時
代

猿
田
彦
面　

江
戸
時
代
中
期

猿
楽
面
の
う
ち
「
猿
閉
歯
見
」
は
鬼
神
系
の
面
で
、
桧
又
は
松
材
が
用

い
ら
れ
、鼻
部
を
欠
損
す
る
。
制
作
年
代
は
室
町
末
期
と
み
ら
れ
る
。「
安

達
女
」
は
能
「
黒
塚
」
の
鬼き

女じ
ょ

の
面
で
、
材
質
は
桧
又
は
松
材
で
、「
猿

閉
歯
見
」
と
同
様
の
地
方
色
の
強
い
作
風
を
み
せ
、
制
作
年
代
は
室
町
末

期
と
み
ら
れ
る
。「
阿
屋
加
志
」
は
能
の
妖
気
を
現
す
男
面
で
、
能
「
船

弁
慶
」
に
登
場
す
る
。
材
質
は
桧
で
、
制
作
年
代
は
室
町
時
代
と
考
え
ら

れ
る
。「
茗
荷
大
悪
尉
」
は
神
や
怨
霊
等
に
用
い
ら
れ
る
老
翁
面
で
あ
り
、

材
質
は
桐
で
、
制
作
年
代
は
江
戸
時
代
中
期
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。「
猿

田
彦
」
は
記き

紀き

神し
ん

話わ

に
登
場
す
る
神
で
、
天て
ん

孫そ
ん

降こ
う

臨り
ん

の
際
に
先
頭
に
立
ち

道
案
内
を
務
め
た
こ
と
で
知
ら
れ
、
容よ
う

貌ぼ
う

魁か
い

偉い

で
長
大
な
鼻
を
特
徴
と
す

る
。
材
質
は
桐
で
、
制
作
年
代
は
江
戸
時
代
中
期
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お

「
猿
田
彦
」
の
裏
面
に
は
朱し
ゅ

書し
ょ

銘め
い

が
認
め
ら
れ
る
。

出
羽
神
社
誌
に
よ
る
と
、
享
保
四
年（
一
七
一
九
）に
内
藤
政
栄（
露ろ
沾せん
）

は
、
神
主
・
佐
藤
和
泉
守
の
願
い
に
よ
り
能
面
の
修
復
を
行
っ
た
。
ま
た

享
保
五
年（
一
七
二
〇
）に
は
、
出
目
洞
白
作
の
「
猿
田
彦
」
面
が
奉
納
さ

れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
の
後
、
享
保
十
年（
一
七
二
五
）に
盗
賊
が
押

し
入
り
「
茗
荷
大
悪
尉
」
と
「
猿
田
彦
」
面
が
盗
ま
れ
た
の
で
、
出
目
洞

白
に
そ
の
模
刻
を
作
ら
せ
奉
納
し
た
。

出
目
洞
白
と
は
、
現
在
の
い
わ
き
市
泉
町
出
身
の
水
野
谷
加
兵
衛
で
、

能
面
師
の
名
門
で
あ
る
大
野
出
目
家
の
養
子
と
な
っ
て
四
代
目
を
継
い
だ

人
物
で
あ
る
。
し
か
し
、
洞
白
は
正
徳
五
年（
一
七
一
五
）に
没
し
て
い
る

の
で
、
内
藤
政
栄
の
注
文
を
請
け
、
実
際
に
面
を
制
作
し
た
の
は
大
野
出

目
五
代
洞
水
満
矩
で
あ
る
。
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黒く
ろ

漆う
る
し

塗ぬ
り

金き
ん

蒔ま
き

絵え

葵あ
お
い

紋も
ん

几き

帳ち
ょ
う　
　
　

一
具

指　

定　

平
成
四
年
三
月
二
十
七
日

所
在
地　

い
わ
き
市
平
山
崎
字
梅
福
山

所
有
者　

専
称
寺

江
戸
時
代

高
さ　

一
五
九
・
三
㎝
、
幅　

一
九
一
・
〇
㎝

こ
の
几
帳
は
、
祐
天
上
人（
一
六
三
七
～
一
七
一
八
）に
厚
く
帰き

依え

し
た
五

代
将
軍
綱
吉
の
養
女
竹
姫（
？
～
一
七
七
二
）が
、
江
戸
・
目
黒
の
祐
天
寺

に
寄
進
し
た
宝
物
の
中
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
の
後
こ
の
几
帳
は
、
祐
天

寺
住
職
を
隠
居
し
た
上
仁
井
田
村（
四
倉
町
上
仁
井
田
）出
身
の
祐
海
上
人

（
一
六
八
一
～
一
七
六
〇
）に
よ
っ
て
延
享
四
年（
一
七
四
七
）に
、
柱
隠
し
と

共
に
故
郷
の
専
称
寺
に
奉
納
さ
れ
た
。
そ
の
時
の
寄
進
状
に
は
水
引
と
記

さ
れ
て
い
る
が
、几
帳
と
も
呼
ば
れ
室
内
の
間
仕
切
り
な
ど
に
使
わ
れ
る
。

部
屋
を
飾
る
調
度
品
で
も
あ
る
衣い

桁こ
う

と
同
じ
も
の
で
あ
る
。

こ
の
几
帳
は
鳥
居
状
の
衣
桁
架
形
を
呈
し
、
材
料
に
は
檜
を
用
い
、
上

段
桟
・
中
桟
・
下
桟
・
立
桟
・
足
台
の
部
材
の
組
み
合
わ
せ
で
、
黒
漆
塗

り
の
金
蒔
絵
に
三
葉
葵
紋
五
十
四
個
を
散
ら
し
て
い
る
。
組
み
合
わ
せ
部

分
は
銅
板
金
具
で
巻
き
、
金
具
は
葵
紋
・
唐
草
紋
に
よ
っ
て
装
飾
さ
れ
、

地
に
は
魚な
な

子こ

を
打
ち
出
し
て
い
る
。
現
在
で
も
漆
塗
や
蒔
絵
は
損
傷
も
な

く
精
巧
さ
を
保
っ
て
お
り
、
い
か
に
こ
の
品
が
優
れ
た
技
術
で
仕
上
げ
ら

れ
て
い
る
か
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

竹
姫
は
清
閑
寺
大
納
言
凞
定
の
女
で
、
綱
吉
の
養
女
と
な
り
、
将
軍
に

愛
さ
れ
て
育
っ
た
が
、婚
約
者
が
亡
く
な
る
な
ど
不
幸
が
重
な
っ
た
た
め
、

祐
天
上
人
に
帰
依
し
た
と
い
う
。

こ
の
几
帳
は
幕
府
御
抱
え
職
人
に
よ
る
作
品
で
、
江
戸
時
代
の
調
度
工

芸
の
優
品
で
あ
る
。
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浄
じ
ょ
う

光こ
う

院い
ん

梵ぼ
ん

鐘し
ょ
う　
　
　

一
口

指　

定　

平
成
六
年
三
月
二
十
五
日

所
在
地　

い
わ
き
市
小
名
浜
字
古
湊

所
有
者　

浄
光
院

江
戸
時
代
・
延
享
五
年（
一
七
四
八
）

高
さ　

一
四
〇
・
〇
㎝
、
口
径　

七
五
・
〇
㎝

こ
の
梵
鐘
は
延
享
五
年（
一
七
四
八
）に
、
磐
城
平
梅
香
町
の
椎
名
久
兵

衛
国
光
に
よ
っ
て
鋳
造
さ
れ
た
。
鐘
銘
に
よ
り
、
さ
き
に
寛
文
年
間
に
鋳

造
さ
れ
た
古
鐘
が
あ
り
、
元
禄
年
間
に
は
時
鐘
と
し
て
時
を
知
ら
せ
て
い

た
が
、
そ
の
鐘
が
破
損
し
た
の
で
改
鋳
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
鐘
に
は

「
一
折
鐘
聲　

當
願
衆
生　

脱
三
界
苦　

得
見
菩
提
」
の
願
文
と
、
小
名

浜
四
カ
村
の
名
主
と
寄
進
者
名
に
加
え
て
、
小
名
浜
代
官
・
竹
垣
治
部
右

衛
門
と
代
官
所
詰
役
人
の
名
が
刻
ま
れ
て
い
る
。
延
享
四
年（
一
七
四
七
）

に
成
立
し
た
幕
領
小
名
浜
代
官
所
の
記
録
は
、
散
逸
し
て
残
存
す
る
も
の

が
少
な
い
が
、
こ
の
刻
銘
は
そ
の
欠
を
補
う
も
の
と
し
て
貴
重
で
あ
る
。

梵
鐘
の
池
の
間
に
鋳
ら
れ
た
双
鉤
体
の
梵
字
の
大
き
さ
と
端
正
さ
は
、

見
る
べ
き
も
の
が
あ
る
。
第
一
区
に
は
ボ
ロ
ン（
一いち
字じ
金きん
輪りん
仏ぶつ
）、
第
二
区カ
ン
マ
ン

（
不
動
明
王
）ア
ク（

不
空
成
就
如
来
）、
第
三
区

キ
リ
ク（

阿
弥
陀
如
来
）タ
ラ
ク（

宝ほう
生
し
ょ
う

如にょ

来らい
）、
第
四
区
ウ
ン（

阿あ
閦
し
ゅ
く
如にょ
来らい
）ハ
ン（

金
剛
界
大
日
如
来
）が
陽
鋳
さ
れ
て
い
る
。

全
体
と
し
て
作
行
き
も
良
く
、
当
時
の
工
芸
水
準
を
示
す
作
品
で
あ
る
。

江
戸
期
の
鋳
造
銘
を
有
す
る
も
の
と
し
て
、市
内
で
最
大
の
梵
鐘
で
あ
る
。

梵
鐘
の
所
在
す
る
浄
光
院
は
、
磐
城
平
藩
・
内
藤
家
時
代
の
小
名
浜
御

殿
に
隣
接
し
て
お
り
、
こ
の
地
を
し
ば
し
ば
訪
れ
て
吟ぎ
ん

行こ
う

し
た
内
藤
露
沾

が
撰
ん
だ
「
小
名
浜
八
景
」
の
ひ
と
つ
、「
虎
山
の
晩
鐘
」
の
景
勝
地
と

し
て
広
く
知
ら
れ
、
俳
句
や
漢
詩
に
も
と
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

江
戸
時
代
に
は
鐘
撞
き
道
心
も
お
り
、
時
鐘
と
し
て
連
綿
と
続
い
て
き

た
そ
の
役
割
は
今
も
な
お
受
け
継
が
れ
て
お
り
、
ま
さ
に
地
域
に
根
ざ
し

た
存
在
と
な
っ
て
い
る
。
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飯い
い

野の

八は
ち

幡ま
ん

宮ぐ
う

神し
ん

輿よ　
　
　

一
基

指　

定　

平
成
六
年
三
月
二
十
五
日

所
在
地　

い
わ
き
市
平
字
八
幡
小
路

所
有
者　

飯
野
八
幡
宮

江
戸
時
代
・
貞
享
三
年（
一
六
八
六
）

高
さ　

二
・
一
五
ｍ

四
面
台
座
巾
奥
行
及
び
巾　

一
・
六
ｍ

毎
年
九
月
十
五
日
の
直
前
の
日
曜
日
に
は
、
飯
野
八
幡
宮
古
式
大
祭
の

神
輿
渡と

御ぎ
ょ

が
行
わ
れ
る
。
拝
殿
で
御
霊
入
れ
の
儀
式
後
、
楼
門
を
出
て
稲

荷
台（
子
鍬
倉
神
社
の
境
内
）ま
で
渡
御
す
る
。

こ
の
神
輿
は
、
飯
野
八
幡
宮
の
宮
大
工
で
あ
る
平
沢
儀
左
衛
門
清
貞
が

棟
梁
と
し
て
、
貞
享
三
年（
一
六
八
六
）六
月
に
制
作
し
た
こ
と
が
神
輿
内

部
に
収
め
ら
れ
た
銘
札
に
記
さ
れ
て
い
る
。
儀
左
衛
門
四
十
五
歳
の
作
品

で
、
建
物
の
木
割
を
熟
知
し
た
技
術
が
各
所
に
み
ら
れ
る
。

神
與
は
藩
主
内
藤
義
孝
の
家
老
松
賀
伊
織
と
上
田
主
計
の
両
人
に
よ
っ

て
寄
進
さ
れ
た
。
な
お
、
鳳
凰
は
、
家
臣
の
近
藤
左
五
右
衛
門
が
寄
進
し

た
こ
と
が
、
露
盤
裏
の
墨
書
に
よ
っ
て
確
認
出
来
る
。

全
体
に
漆
彩
色
が
施
さ
れ
、
金こ
ん

剛ご
う

垣が
き

と
台
輪
鳥
居
が
四
周
を
囲
み
、
一

間
四
方
の
唐か
ら

戸と

付つ
き

八は
っ

角か
く

身も

舎や

柱ば
し
らは
塗
金
仕
上
と
な
っ
て
い
る
。
軸
部
は

四
周
に
廻
縁
を
め
ぐ
ら
し
高こ
う

欄ら
ん

付つ
き

腰こ
し

組ぐ
み

斗と

栱き
ょ
う

が
付
き
、
軒
は
中
の
間
八

枝
、
脇
の
間
十
三
枝
、
地
垂
木
六
枝
、
論ろ
ん

治じ

垂だ
る

木き

一
枝
、
飛ひ

檐え
ん

垂だ
る

木き

四
枝

を
化
粧
で
組
む
。
頭
貫
木
鼻
、
台
輪
を
組
み
、
斗
栱
は
龍
の
総
彫
り
尾
垂

木
が
組
ま
れ
る
。
屋
根
は
斗
栱
に
二ふ
た

軒の
き

化け

粧し
ょ
う

垂だ
る

木き

が
組
ま
れ
、
輪り
ん

宝ぽ
う

金か
な

具ぐ

付つ
き

照て

り
起む
く
り

屋や

根ね

に
、
四
注
棟
化
粧
に
蕨
手
様
の
飾
り
が
付
き
、
棟
中

央
の
露ろ

盤ば
ん

に
鳳
凰
が
乗
っ
て
い
る
。
台
部
分
は
二
本
の
担
ぎ
棒
を
竪
に
貫

い
て
轅な
が
えと
し
て
、
台
隅
四
周
を
金
具
で
補
強
し
て
い
る
。
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竹ち
く

林り
ん

七し
ち

賢け
ん

図ず

硯け
ん

屏び
ょ
う　
　
　

一
口

指　

定　

平
成
十
一
年
四
月
三
十
日

所
在
地　

い
わ
き
市
平
字
八
幡
小
路

所
有
者　

個
人

江
戸
時
代

総
高　

一
五
・
七
㎝
、
左
右
幅　

一
九
・
八
㎝

衝
立
風
の
陶
製
の
小
品
。
桐
鳳
凰
図
硯
屏（
市
指
定
）と
規
模
・
作
風
が

相
似
し
、
同
じ
工
房
で
制
作
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。

腹
と
背
に
図
像
が
描
か
れ
て
い
て
、
双
方
い
ず
れ
を
主
面
と
す
る
か
は

決
し
難
く
、
配
置
さ
れ
る
和
装
仕
様
に
応
じ
て
使
い
分
け
さ
れ
た
と
思
わ

れ
る
。
一
方
の
面
に
は
、
俗ぞ
く

塵じ
ん

を
避
け
霞
た
な
び
く
竹
林
境
に
集
会
す
る

清
談
中
の
長な
が

衣ぎ
ぬ

を
ま
と
っ
た
隠
士
七
人
が
描
か
れ
て
い
る
。
他
面
に
は
、

洲
浜
に
浮
か
ぶ
巨
厳
か
ら
大
振
り
の
枝
が
伸
び
る
竹
葉
と
梅
花
が
描
か

れ
、
袴
様
の
台
基
の
波
形
と
調
和
し
、
い
わ
ゆ
る
蓬ほ
う

莱ら
い

図ず

を
構
成
す
る
。

図
像
の
外
縁
に
は
押
木
が
表
現
さ
れ
、
隅
は
木も
っ

瓜こ
う

面め
ん

を
な
す
。
左
右
の

側
脚
は
欄ら
ん

干か
ん

状じ
ょ
う

を
な
し
、
帳
台
を
支
え
、
台
瓶
牙
子
の
様
式
で
あ
る
。

外
縁
の
平
坦
面
に
は
雲
気
状
の
唐
草
紋
を
入
れ
て
い
る
。

鉄
分
を
抜
い
た
オ
フ
ケ
の
灰は
い

釉ぐ
す
り

を
全
面
に
か
け
、
色
調
は
青
灰
色
に

近
い
が
、
紺
の
着
色
で
部
分
的
に
強
調
し
て
い
る
。
胎た
い

土ど

は
乳
色
の
精
練

さ
れ
た
粘
土
を
用
い
、
焼
成
は
よ
く
堅
緻
で
あ
る
。

江
戸
時
代
中
期
か
ら
後
期
に
流
行
し
た
文
人
趣
味
と
相
ま
っ
て
、
書
院

飾
り
と
し
て
使
わ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
竹
林
七
賢
図
は
、
近
世
に

障
屏
を
飾
る
題
材
に
頻
用
さ
れ
、
蓬
莱
図
も
同
じ
く
、
鏡
背
意
匠
に
よ
く

取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
江
戸
文
化
へ
の
憧
憬
と
そ
の
受
容
を
よ
く
物
語

る
資
料
で
あ
る
。
こ
う
し
た
文
藝
へ
の
指
向
は
、
美
術
工
芸
へ
の
関
心
を

高
め
、
日
本
各
地
に
窯
産
業
を
促
が
す
こ
と
と
な
っ
た
。

作
者
は
不
詳
で
あ
る
が
、
磐
城
焼
と
し
て
伝
世
し
、
当
時
の
文
人
世
相

を
示
す
作
品
と
し
て
貴
重
で
あ
る
。
な
お
、
磐
城
焼
き
と
は
、
磐
城
平
藩

主
・
内
藤
家
の
御
用
窯
で
、
延
宝
年
間
に
内
藤
義
概
に
よ
っ
て
開
窯
さ
れ

た
。
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仙せ
ん

女に
ょ

蟠は
ん

桃と
う

図ず

硯け
ん

屏び
ょ
う　
　
　

一
口

指　

定　

平
成
十
一
年
四
月
三
十
日

所
在
地　

い
わ
き
市
平
字
八
幡
小
路

所
有
者　

個
人

江
戸
時
代

総
高　

一
八
㎝
、
左
右
幅　

二
一
・
五
㎝

陶
製
の
衝
立
風
小
品
。
脚
台
に
衝
立
が
乗
る
形
状
を
示
し
、
市
指
定
の

他
の
二
つ
の
硯
屏
と
は
違
い
が
目
立
つ
。

外
縁
に
裾
え
ら
れ
る
押
木
ら
し
い
部
分
は
見
あ
た
ら
な
い
が
、
隅
木も
っ

瓜こ
う

が
施
さ
れ
、
画
面
の
縁
は
と
く
に
低
く
削
ら
れ
段
差
が
つ
く
。
ま
た
、
他

の
二
口
に
共
通
す
る
両
面
台
瓶
牙
子
は
腹
面
の
み
に
つ
き
、
背
面
に
は
な

い
。
さ
ら
に
、
こ
の
硯
屏
に
は
袴
腰
に
筆
差
し
が
造
出
さ
れ
、
主
側
を
強

調
す
る
。
焼
成
も
よ
く
、
堅
く
仕
上
が
り
、
底
面
以
外
に
か
け
ら
れ
た
灰

釉
は
滑
沢
を
呈
す
。

主
面
の
左
右
に
つ
く
側
欄
状
の
台
瓶
牙
子
は
、
上
幅
二
・
二
㎝
、
下
幅

五
㎝
、
正
面
厚
二
・
五
㎝
内
外
を
測
り
、
主
面
か
ら
み
る
と
急
な
階
段
状

を
な
す
が
、
側
面
に
廻
れ
ば
、
そ
の
段
は
霊れ
い

芝し

雲う
ん

気き

紋も
ん

の
涌
き
立
つ
姿
と

考
え
ら
れ
る
。
脚
台
下
端
の
側
面
に
は
、
箱
人
れ
用
の
紐
掛
け
が
施
さ
れ

て
い
る
。
主
面
前
段
に
設
け
ら
れ
た
筆
差
し
は
横
幅
一
三
・
三
㎝
、
高
さ

六
・
九
㎝
、
厚
み
二
・
二
㎝
で
、
底
面
は
な
く
、
木
瓜
状
に
化
粧
取
り
さ

れ
て
い
る
。
筆
差
し
の
四
孔
は
直
径
約
一
・
五
㎝
内
外
で
横
に
並
ぶ
。

主
面
の
画
は
浮
彫
が
浅
く
判
然
と
し
な
い
。
山
の
尾
根
で
狩
を
す
る
か

の
よ
う
に
、
一
人
は
矢
筒
を
背
負
い
短
弓
を
曳
く
。
一
人
は
刀
ら
し
き
も

の
を
か
ざ
し
て
走
り
、
一
人
は
長
槍
を
突
き
出
し
て
構
え
、
小
動
物
を
追

う
場
面
か
と
思
わ
れ
る
が
画
題
は
不
明
で
あ
る
。
背
面
に
は
老
樹
の
巨
株

に
腰
を
据
え
る
仙
女（
西
王
母
）に
蟠
桃
を
捧
げ
る
侍
女
の
姿
が
見
え
る
。

不
老
長
寿
を
願
う
情
景
で
あ
る
。

浅
い
彫
塑
は
い
か
に
も
地
方
造
り
ら
し
く
、
稚
拙
感
は
拭
え
な
い
が
、

資
料
の
少
な
い
磐
城
焼
の
作
品
と
し
て
伝
世
さ
れ
た
価
値
は
高
い
。
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桐き
り

鳳ほ
う

凰お
う

図ず

硯け
ん

屏び
ょ
う　
　
　

一
口

指　

定　

平
成
十
一
年
四
月
三
十
日

所
在
地　

い
わ
き
市
平
字
一
町
目

所
有
者　

個
人

江
戸
時
代

総
高　

一
七
・
二
㎝
、
左
右
幅　

一
九
・
一
㎝

陶
製
の
衝
立
風
小
品
。
竹
林
七
賢
図
硯
屏（
市
指
定
）と
は
作
風
が
近
似

す
る
。

木も
っ

瓜こ
う

隅
の
押
木
が
外
縁
に
つ
き
「
几
帳
面
」
の
語
源
が
示
す
よ
う
に
、

そ
の
面
に
は
双
筋
の
浅
い
細
線
を
配
す
。さ
ら
に
押
木
の
左
右
両
側
に
は
、

や
や
太
目
の
凹
溝
が
垂
直
に
引
か
れ
、
上
縁
面
に
は
、
新
芽
と
若
葉
の
唐

草
文
が
浅
く
陽
彫
さ
れ
て
い
る
。
左
右
側
面
よ
り
延
び
る
台
瓶
牙
子
は
表

裏
対
称
を
な
し
、
帳
台
に
安
定
感
を
与
え
、
波
頭
形
の
曲
体
の
中
央
付
近

に
は
猪い

ノの

目め

の
透
か
し
を
穿
つ
。

主
面
中
央
に
上
下
約
一
〇
・
一
㎝
、
左
右
約
一
三
・
一
㎝
の
大
き
な
心

葉
形
の
窓
内
に
、
尾
羽
を
な
び
か
せ
両
翼
を
広
げ
た
鳳
凰
と
蔓か
ず
ら

茎く
き

に
生

え
る
桐
葉
を
た
く
み
に
配
し
た
意
匠
が
透
彫
さ
れ
て
い
る
。
地
紋
は
繋
菱

格
子
内
に
唐
菱
を
埋
め
て
い
る
。
折お
り

上あ
げ

様よ
う

の
袴
に
も
浅
彫
り
の
青せ
い

海が
い

波は

文も
ん

が
つ
く
。
こ
の
主
面
の
裏
面
は
透
彫
り
で
あ
る
か
ら
、
類
似
形
の
意
匠
に

な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
に
対
し
、
あ
ら
た
に
鳳
凰
の
腹
躯
と
脚
を
表
わ
す

工
夫
を
こ
ら
し
て
い
る
の
は
心
に
く
い
。地
紋
は
霊れ
い

芝し

雲う
ん

で
埋
め
つ
く
し
、

袴
は
海か
い

賦ぶ

紋も
ん

を
描
く
。
灰
釉
が
か
け
ら
れ
、
主
文
に
は
紺
を
加
彩
す
る
。

連
続
地
紋
や
中
国
伝
来
の
桐
と
瑞
鳥
の
構
図
は
、
磐
城
焼
の
秀
作
と
評
価

し
て
よ
い
。

磐
城
焼
は
、
延
宝
二
年（
一
六
七
四
）六
月
の
『
万よ
ろ
ず

覚お
ぼ
え

書が
き

』
や
、
貞
享

二
年（
一
六
八
五
）に
没
し
た
内
藤
風
虎
の
か
た
み
わ
け
の
品
と
し
て
、
磐

城
焼
の
茶
人
れ
な
ど
の
記
述
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
一
六
〇
〇
年
代
の
後
半

に
は
操
業
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
。
享
保
年
間
の
作
と
推
定
さ
れ
る
平
城
下

古
地
図（
市
指
定
）に
も
、「
せ
と
も
の
や
」
の
記
載
が
あ
る
。
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山さ
ん

水す
い

鈕ち
ゅ
う

銅ど
う

印い
ん　
　
　

三
顆

指　

定　

平
成
十
一
年
四
月
三
十
日

所
在
地　

い
わ
き
市
平
字
一
町
目

所
有
者　

個
人

江
戸
時
代

①
磐いわ
城き
侍じ
従
じ
ゅ
う　
　
　
　

陰
刻　

縦
四
・
五
㎝
、
横
四
・
五
㎝
、
高
さ
八
・
七
㎝

②
柔じゅ
う
も
く
ら
わ
ず
ご
う
も
は
か
ず

不
茹
剛
不
吐　
　

陽
刻　

縦
四
・
八
㎝
、
横
二
・
七
㎝
、
高
さ
九
・
四
㎝

③
藤ふじ
原わらの
信のぶ
正まさ
字あざな
君きみ
行ゆき　

陰
刻　

縦
四
・
三
㎝
、
横
四
・
四
㎝
、
高
さ
九
・
四
㎝

こ
の
銅
印
は
、磐
城
平
藩
主
・
安
藤
信
正
所
用
の
も
の
と
伝
え
ら
れ
る
。

三
顆
の
印
面
は
右
の
と
お
り
で
あ
る
。

三
穎
の
鈕ち
ゅ
うに
は
い
ず
れ
も
、
屹
立
す
る
奇
岩
に
生
え
る
松
樹
、
岩
根
を

流
れ
る
川
、
橋
上
に
杖
を
曳
き
た
た
ず
む
人
物
な
ど
、
山
水
の
景
が
刻
ま

れ
て
お
り
、
工
芸
的
に
も
見
る
べ
き
も
の
が
あ
る
。

銅
印
の
鋳
造
年
代
は
、
信
睦（
信
行
）が
信
正
と
諱い
み
な

を
改
め
た
文
久
二

年（
一
八
六
二
）以
降
で
、
さ
ら
に
鶴
翁
を
称
す
る
慶
応
四
年（
一
八
六
八
）以

前
の
こ
と
と
推
定
さ
れ
る
。

印
面
の
①
か
ら
は
、
万
延
元
年（
一
八
六
〇
）に
老
中
職
に
就
い
た
信
正

が
侍
従
に
任
ぜ
ら
れ
た
こ
と
、
③
か
ら
は
信
正
と
改
め
た
後
の
字
を
君
行

と
言
っ
た
こ
と
な
ど
が
わ
か
る
。
地
元
に
残
る
安
藤
信
正
に
関
わ
る
歴
史

資
料
と
し
て
の
価
値
も
大
き
い
。

さ
ら
に
、
②
は
中
国
の
詩
の
一
節
で
、
出
典
は
「
詩
経
」
の
大
雅
部
、

蕩
の
什じ
ゅ
う

、
蒸
民
の
章
で
あ
る
。
周
の
時
代
、
宣
王
に
仕
え
た
賢
相
・
仲

山
甫
が
至
正
公
平
の
人
で
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
た
部
分
で
、
そ
の
箇
所
か

ら
句
を
引
い
て
信
正
の
人
と
な
り
を
強
調
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
知

ら
れ
る
。

人
亦
有
言
、
柔
則
茹
之
、
剛
則
吐
之
。（
ひ
と
も
ま
た
い
え
る
あ
り
、
じ
ゅ

う
な
る
は
す
な
わ
ち
こ
れ
を
く
ら
い
、
ご
う
な
る
は
す
な
わ
ち
こ
れ
を
は
く
と
）

維
仲
山
甫
、
柔
亦
不
茹
、
剛
亦
不
吐
。（
こ
れ
ち
ゅ
う
ざ
ん
ほ
は
、
じ
ゅ
う

も
ま
た
く
ら
わ
ず
、
ご
う
も
ま
た
は
か
ず
）

不
侮
矜
寡
、不
畏
彊
禦
。（
か
ん
か
を
あ
な
ど
ら
ず
、き
ょ
う
ぎ
ょ
を
お
そ
れ
ず
）
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絹き
ぬ

谷や

諏す

訪わ

神じ
ん

社じ
ゃ

の
祭さ
い

礼れ
い

幕ま
く　
　
　

一
幅

指　

定　

平
成
十
二
年
四
月
二
十
八
日

所
在
地　

い
わ
き
市
平
絹
谷
字
諏
訪
作

所
有
者　

絹
谷
諏
訪
神
社

江
戸
時
代
・
天
保
二
年（
一
八
三
一
）

縦　

二
八
二
・
五
㎝
、
横　

一
、一
三
九
・
〇
㎝

こ
の
幕
は
現
在
、諏
訪
神
社
の
祭
礼
幕
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
た
め
、

「
絹
谷
諏
訪
神
社
の
祭
礼
幕
」
と
称
し
て
い
る
が
、
地
元
の
古
老
達
の
伝

承
に
よ
る
と
、
絹
谷
村（
平
絹
谷
）の
若
者
組（
青
年
会
）が
主
催
し
て
奉
納
す

る
獅
子
舞
や
地
芝
居
、
磐
城
七
祭
の
一
つ
で
あ
る
龍り
ゅ
う

立だ
つ

な
ど
で
使
用
し

て
い
た
長
大
な
幕
で
あ
る
。
現
在
で
は
獅
子
舞
の
時
に
、
楽
屋
と
踊
り
場

の
仕
切
り
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
。

図
柄
は
地
元
産
と
思
わ
れ
る
手
織
木
綿
の
生
地
に
、
や
や
中
央
左
寄
り

に
富
士
山
と
巨
大
な
猪
に
跨
が
る
武
士
、
右
に
は
多
く
の
家
臣
に
警
護
さ

れ
た
武
将
が
馬
に
乗
り
、
草
原
の
至
る
所
に
多
く
の
動
物
が
右
往
左
往
し

て
い
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
構
図
は
古
来
か
ら
の
画
題
と
し
て
有
名

な
源
頼
朝
の
富
士
の
巻
狩
で
、
家
臣
の
仁
田
四
郎
忠
常（
一
一
六
七
～
一
二

○
三
）が
、
主
君
頼
朝
に
襲
い
か
か
ろ
う
と
す
る
大
猪
を
仕
留
め
よ
う
と

す
る
情
景
で
あ
る
。

幕
の
左
に
年
号
を
、
右
に
所
有
者
と
染
物
師
の
名
前
が
記
さ
れ
て
い
る

が
、
こ
の
銘
に
よ
り
天
保
二
年（
一
八
三
一
）七
月
に
絹
谷
村
の
若
者
連
が

下
泉
崎
村（
平
泉
崎
）の
染
物
師
で
あ
る
仁
左
衛
門（
？
～
一
八
五
九
か
）に
依

頼
し
て
制
作
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。染
物
師
の
仁
左
衛
門
は
松
本
姓
で
、

代
々
染
物
を
業
と
し
て
多
く
の
職
人
を
雇
い
手
広
く
行
っ
て
い
た
家
の
当

主
名
で
あ
る
。
友
禅
染
の
技
法
を
用
い
た
秀
逸
な
作
品
で
あ
り
、
地
元
染

師
の
技
量
の
確
か
さ
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
構
図
は
江
戸
時
代
に
お
い

て
様
式
化
し
た
も
の
で
、
決
し
て
斬
新
な
も
の
で
は
な
い
が
、
こ
れ
ほ
ど

の
大
作
は
市
内
で
は
赤
井
に
例
が
あ
る
程
度
で
数
は
少
な
く
、
年
号
の
分

か
る
も
の
で
は
最
古
の
も
の
で
あ
る
。
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猿さ
る

田た

彦ひ
こ

面め
ん　
　
　

一
面

指　

定　

平
成
十
八
年
四
月
二
十
八
日

所
在
地　

い
わ
き
市
平
中
神
谷
字
立
鉾

所
有
者　

立
鉾
鹿
島
神
社

江
戸
時
代
・
享
保
七
年（
一
七
二
二
）

高
さ　

二
〇
・
八
㎝
、
幅　

一
四
・
二
㎝

桐
の
一
材
で
鼻
先
を
除
く
す
べ
て
を
彫
り
出
し
、
表
面
に
は
漆
を
塗
っ

て
仕
上
げ
る
。
両
耳
中
央
に
小
孔
が
あ
り
、
紐
を
通
す
よ
う
に
す
る
。
面

部
は
朱
漆
を
塗
り
、
眉
を
墨
彩
と
し
、
白
眼
は
漆
箔
と
す
る
。
丁
寧
な
仕

上
げ
を
み
せ
て
お
り
、
正
統
的
な
面
打
師
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
眉
を
寄
せ
、
大
き
な
口
を
一
文
字
に
閉
じ
、
両
眼
を
見
開
い
た

魁か
い

偉い

な
容
貌
を
破
綻
な
く
造
形
化
し
て
い
る
。
顔
の
皺
な
ど
の
彫
出
に
定

型
的
な
と
こ
ろ
が
み
ら
れ
る
。

立
鉾
鹿
島
神
社
で
は
、神
輿
渡
御
の
際
に
こ
の
面
を
使
用
す
る
と
い
い
、

「
古
事
記
」
で
の
猿
田
彦
の
先
導
者
と
し
て
の
性
格
を
踏
襲
し
た
も
の
で

あ
ろ
う
。

面
内
側
刻
銘
に
よ
り
、
享
保
七
年（
一
七
二
二
）に
内
藤
政
栄
に
よ
り
奉

納
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
中
神
谷
出
羽
神
社
の
猿
田
彦
面
も
内
藤
政
栄

の
奉
納
で
、
作
者
は
出
目
洞
水
満
矩
と
い
わ
れ
て
お
り
、
こ
の
面
も
同
人

の
作
と
思
わ
れ
る
。
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猿さ
る

田た

彦ひ
こ

面め
ん　
　
　

一
面

指　

定　

平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
日

所
在
地　

い
わ
き
市
平
字
八
幡
小
路

所
有
者　

飯
野
八
幡
宮

江
戸
時
代
・
元
禄
十
年（
一
六
九
七
）

高
さ　

二
三
・
五
㎝
、
幅　

一
五
・
〇
㎝

鼻
高
く
、
両
眼
を
見
開
き
口
を
一
文
字
に
閉
じ
る
、
忿
怒
形
で
あ
る
。

面
部
を
一
材
で
彫
出
し
、
内
部
を
刳く

る
。
両
瞳
、
両
鼻
孔
、
両
耳
孔
は

貫
通
す
る
。
鼻
先
は
一
材
で
彫
出
し
、
鼻
の
面
に
角
枘
差
し
と
す
る
。
両

耳
孔
に
紐
を
通
す
。
面
部
朱
漆
塗
、
眉
黒
漆
塗
、
白
眼
漆し
っ

箔ぱ
く

。

面
内
側
刻
銘
に
よ
り
、
元
禄
十
年（
一
六
九
七
）に
内
藤
政
栄（
露ろ
沾せん
）に

よ
り
寄
進
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
年
は
政
栄
の
後
厄
の
年
に
あ
た

り
、
ま
た
そ
の
日
付
は
「
正
月
吉
日
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
面
は
、

政
栄
の
厄
除
け
祈
願
の
た
め
飯
野
八
幡
宮
に
寄
進
さ
れ
た
可
能
性
が
高

い
。同

じ
く
政
栄
に
よ
り
寄
進
さ
れ
た
立
鉾
鹿
島
神
社
の
猿
田
彦
面
と
比
べ

る
と
、
こ
の
面
の
方
が
二
十
五
年
古
い
。
皺し
わ

の
彫
出
な
ど
両
者
で
は
異
な

り
、
お
そ
ら
く
作
者
は
別
で
あ
ろ
う
。
こ
の
面
に
は
肉
の
盛
り
上
が
り
に

量
感
が
あ
り
、
写
実
的
表
現
が
み
ら
れ
る
。

い
わ
き
市
に
伝
来
す
る
猿
田
彦
面
で
は
古
い
部
類
に
属
し
、
来
歴
も
明

確
で
、
歴
史
、
工
芸
資
料
と
し
て
の
価
値
は
高
い
。
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安あ
ん

藤ど
う

家け

累る
い

代だ
い

の
寄き

進し
ん

状じ
ょ
う　
　
　

五
通

指　

定　

昭
和
四
十
三
年
十
二
月
二
十
七
日

所
在
地　

い
わ
き
市
常
磐
藤
原
町
手
這
地
内

（
い
わ
き
市
考
古
資
料
館
内
）

所
有
者　

い
わ
き
市

江
戸
時
代
・
明
和
二
年（
一
七
六
五
）
～
嘉
永
二
年（
一
八
四
九
）

こ
の
寄
進
状
を
賜
わ
っ
た
牛
頭
天
王
社
神
主
の
山
部
天
王
大
夫
は
、
岩

城
家
が
磐
城
を
支
配
し
て
い
た
時
代
よ
り
、
御
子
大
夫
や
好
間
大
夫（
現

在
の
好
間
の
熊
野
神
社
宮
司
吉
田
家
の
祖
）ら
と
と
も
に
、
領
内
で
大
浄
神
楽

を
行
う
こ
と
を
ま
か
さ
れ
て
い
た
。

こ
の
功
績
に
よ
り
牛
頭
天
王
大
夫
は
、
岩
城
家
・
鳥
居
家
時
代
は
判
物

を
、
内
藤
家
・
井
上
家
・
安
藤
家
時
代
に
は
代
々
の
領
主
よ
り
判
物
と
と

も
に
、牛
頭
天
王
領（
現
在
の
平
字
揚
土
の
八
坂
神
社
）と
し
て
、北
白
土
村（
平

北
白
土
）に
五
石
の
寄
進（
黒
印
地
）を
う
け
て
い
た
。

現
在
、
山
部
天
王
大
夫
の
子
孫
で
あ
る
山
部
家
に
は
、
岩
城
貞
隆
・
鳥

居
忠
政
ら
を
始
め
、
内
藤
家
・
井
上
家
・
安
藤
家
代
々
の
寄
進
状
の
判
物

が
揃
っ
て
現
存
す
る
が
、
指
定
文
化
財
と
な
っ
て
い
る
も
の
は
次
の
安
藤

家
の
も
の
で
あ
る
。

安
藤
信
明
寄
進
状　

明
和
二
年（
一
七
六
五
）

安
藤
信
馨
寄
進
状　

文
化
八
年（
一
八
一
一
）

安
藤
信
義
寄
進
状　

文
化
十
年（
一
八
一
三
）

安
藤
信
由
寄
進
状　

天
保
四
年（
一
八
三
三
）

安
藤
信
睦
寄
進
状　

嘉
永
二
年（
一
八
四
九
）

な
お
、
牛
頭
天
王
社
は
磐
城
平
城
築
城
の
際
に
社
地
が
城
内
に
な
っ
て

し
ま
っ
た
た
め
、
元
禄
元
年（
一
六
八
八
）現
在
地
に
再
建
さ
れ
た
。
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禅ぜ
ん

福ぷ
く

寺じ

文も
ん

書じ
ょ　
　
　

三
通

指　

定　

昭
和
五
十
二
年
五
月
四
日

所
在
地　

い
わ
き
市
小
名
浜
野
田
字
八
合

所
有
者　

禅
福
寺

南
北
朝
時
代
・
観
応
三
年（
一
三
五
二
）
～
貞
治
四
年（
一
三
六
五
）

縦　

三
〇
㎝
、
横　

三
五
・
八
㎝
～
四
六
・
五
㎝

禅
福
寺
は
臨
済
宗
に
属
す
る
寺
院
で
、
鎌
倉
の
建
長
寺
第
八
世
・
痴
鈍

空
性
が
永
仁
三
年（
一
二
九
五
）に
開
山
し
た
寺
院
で
あ
る
。
痴
鈍
は
、
建

長
寺
を
開
山
し
た
大
覚
禅
師
の
法
嗣
で
、
当
山
で
正
安
三
年（
一
三
〇
一
）

に
没
し
、
寺
内
に
葬
ら
れ
た
。

禅
福
寺
文
書
は
、
足
利
尊
氏
御み

教ぎ
ょ
う

書し
ょ

・
斯
波
直
持
施
行
状
・
舜
秀
証

状
の
三
通
を
、
一
巻
に
巻か
ん

子す

装そ
う

と
し
た
も
の
で
あ
る
。

足
利
尊
氏
御
教
書
は
、
足
利
将
軍
が
、
敵
対
す
る
者
に
対
し
て
勝
利
を

得
る
よ
う
に
祈
祷
し
た
こ
と
に
対
す
る
礼
状
で
、
斯
波
直
持
施
行
状
は
、

前
記
の
祈
祷
に
よ
り
領
地
を
賜
わ
り
、
そ
の
地
の
税
金
を
免
除
す
る
こ
と

が
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
舜
秀
証
状
は
、
前
記
二
通
の
書
状
を
受
け
て

舜
秀（
岩
城
地
方
の
豪
族
ヵ
）が
、「
禅
福
寺
領
田
在
家
の
国
衙
正
税
に
対
す

る
譴
責（
督
促
）の
使
い
を
止
む
べ
し
」
と
知
ら
せ
た
も
の
で
あ
る
。

足
利
尊
氏
御
教
書

凶
徒
對
治
祈
祷
事
、
殊
可
致
精
誠
之
状
、
如
件
、

観
応
三
年
一
月
廿
一
日　
（
花
押
）（
尊
氏
）

禅
福
寺
長
老

斯
波
直
持
施
行
状

当
寺
領
陸
奥
岩
崎
郡
野
田
村
内
田
在
家
等　

御
公
事
課
役
事
為
御
祈
祷

所
々
被
免
許
也　

可
被
存
知
之
状　

如
件

康
安
元
年
九
月
卅
日
左
京
権
大
夫（
花
押
）

禅
福
寺
長
老
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天あ
ま

田た

愚ぐ

庵あ
ん

の
遺ゆ
い

偈げ　
　
　

一
幅

指　

定　

昭
和
五
十
四
年
十
一
月
十
七
日

所
在
地　

い
わ
き
市
常
磐
湯
本
町
三
函

所
有
者　

個
人

明
治
三
十
七
年（
一
九
〇
四
）

縦　

一
八
㎝
、
横　

三
七
㎝

愚
庵
は
安
政
元
年（
一
八
五
四
）に
、
磐
城
平
藩
士
・
甘
田
太
夫
の
五
男

と
し
て
平
城
下
に
生
ま
れ
た
。
幼
名
を
久
五
郎
、
の
ち
に
天
田
五
郎
と
改

め
た
。
慶
応
四
年（
一
八
六
八
）十
五
歳
の
と
き
戊
辰
の
役
に
出
陣
中
、
父

母
妹
が
行
方
不
明
と
な
り
、
以
後
、
そ
の
所
在
を
尋
ね
て
二
〇
年
全
国
を

遍
歴
し
た
。
そ
の
間
、
山
岡
鉄
舟
の
知
遇
を
受
け
、
一
時
、
清
水
の
次
郎

長
の
養
子
と
な
っ
た
。
明
治
二
十
年
、
適
水
禅
師
に
依
っ
て
得
度
し
、
鉄

眼
と
号
し
た
。
そ
の
後
、
京
都
清
水
の
産
寧
坂
に
庵
を
結
ん
で
愚
庵
を
名

乗
っ
た
。
漢
詩
・
書
の
ほ
か
万
葉
調
の
和
歌
を
能よ

く
し
、
正
岡
子
規
に
大

き
な
影
響
を
あ
た
え
た
。
著
書
に
『
東
海
遊
侠
伝
』（
明
治
十
七
年
刊
）『
順

礼
日
記
』（
同
二
十
七
年
刊
）が
あ
り
、
没
後
に
『
愚
庵
遺
稿
』（
同
三
十
七
年

刊
）、『
愚
庵
全
集
』（
昭
和
三
年
刊
・
同
九
年
刊
）が
あ
る
。
明
治
三
十
七
年（
一

九
〇
四
）一
月
十
七
日
、
京
都
伏
見
桃
山
の
庵
に
て
五
十
一
歳
で
没
し
た
。

こ
の
書
は
、
死
の
五
日
前
に
書
か
れ
た
遺ゆ
い

偈げ

で
あ
る
。
遺
偈
と
は
、
禅

僧
が
臨
終
に
あ
た
っ
て
書
き
遺
し
た
辞
世
の
こ
と
ば
で
あ
り
、
そ
こ
に
は

死
に
臨
ん
で
の
悟
り
の
境
地
や
感
想
が
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。
愚
庵
の

遺
偈
は
、
こ
の
ほ
か
に
同
文
の
も
の
が
京
都
大
学
に
現
存
す
る
。

氷
塊
向
水
散　
　

氷
塊
水
に
向
か
っ
て
散
じ

鉄
骨
入
苔
穿　
　

鉄
骨
苔
に
入
り
て
穿
つ

月
下
人
尋
否　
　

月
下
人
尋
ぬ
る
や
否
や

梅
花
白
處
烟　
　

梅
花
白
き
處
に
烟
る

　

明
治
三
十
七
年
一
月
十
三
日

愚
庵

眼銕
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紙し

本ほ
ん

墨ぼ
く

書し
ょ

後ご

西さ
い

天て
ん

皇の
う

宸し
ん

翰か
ん

御ご

懐か
い

紙し　
　
　

一
幅

指　

定　

昭
和
五
十
八
年
八
月
二
十
五
日

所
在
地　

い
わ
き
市
鹿
島
町
御
代
字
寺
ノ
入

所
有
者　

光
西
寺

江
戸
時
代
・
延
宝
二
年（
一
六
七
四
）

縦　

三
三
㎝
、
横　

二
七
㎝

光
西
寺
に
伝
わ
る
後
西
天
皇
宸
翰
御
懐
紙
に
は
、
つ
ぎ
の
和
歌
が
し
た

た
め
ら
れ
て
い
る
。

な
か
き
日
の
も
り
の
し
め
縄
く
り
返
し

あ
か
す
か
た
ら
ふ
ほ
と
と
ぎ
す
哉

こ
れ
を
収
め
る
桐
箱
の
蓋
裏
に
は
、

後
西
院

新
院
様
御
震
筆　

延
宝
二
歳
暮
秋
廿
八
日

従　

常
修
院
様
拝
受

と
記
さ
れ
て
お
り
、
延
宝
二
年（
一
六
七
四
）九
月
二
十
八
日
に
常
修
院

よ
り
拝
受
し
た
と
い
う
伝
来
が
明
ら
か
で
あ
る
。
当
時
は
霊
元
天
皇
の
時

代
で
、院
御
所
に
は
後
水
尾
法
皇
と
明
正
・
後
西
の
二
上
皇
が
い
た
の
で
、

新
し
く
上
皇
と
な
っ
た
後
西
上
皇
を
新
院
様
と
称
し
た
。
懐
紙
の
和
歌
は

年
代
か
ら
推
定
し
て
、
後
西
天
皇
三
〇
歳
代
の
筆
跡
と
思
わ
れ
る
。

後
西
天
皇
は
第
一
一
一
代
の
天
皇
で
、
後
水
尾
天
皇
の
第
七
皇
子
で
あ

る
。
承
応
三
年（
一
六
五
四
）兄
の
後
光
明
天
皇
崩
御
の
あ
と
天
皇
と
な
り
、

寛
文
三
年（
一
六
六
三
）霊
元
天
皇
に
譲
位
し
、
以
後
、
院
政
を
行
っ
た
。

和
歌
・
連
歌
に
長
じ
、歌
集
『
後
西
院
御
集
』
に
は
、承
応
元
年（
一
六
五
二
）

か
ら
天
和
元
年（
一
六
八
一
）ご
ろ
ま
で
の
約
九
〇
〇
首
を
収
め
る
。
別
称

を
水
日
集
・
縁
洞
集
と
い
う
。
書
風
は
、
父
後
水
尾
天
皇
の
影
響
を
う
け

て
能
筆
で
あ
っ
た
。
貞
享
二
年（
一
六
八
五
）四
十
九
歳
で
崩
御
し
た
。

ま
た
、
常
修
院
様
と
は
、
後
陽
成
天
皇
の
第
十
六
皇
子
で
後
水
尾
天
皇

の
弟
君
に
あ
た
る
、
常
修
院
宮
慈
胤
法
親
王
の
こ
と
で
あ
る
。
天
台
座
主

を
三
度
つ
と
め
、
大
原
三
千
院
の
第
四
十
三
代
門
跡
と
な
っ
た
。
梶
井
宮

と
も
い
う
。
茶
道
・
華
道
に
通
じ
能
書
家
で
あ
っ
た
。
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絹け
ん

本ぽ
ん

用よ
う

林り
ん

顕け
ん

材ざ
い

建け
ん

長ち
ょ
う寺じ

山さ
ん

門も
ん

疏そ　
　
　

一
幅

指　

定　

平
成
二
年
三
月
二
十
七
日

所
在
地　

い
わ
き
市
小
名
浜
林
城
字
大
門

所
有
者　

禅
長
寺

室
町
時
代

縦　

三
五
・
四
㎝
、
横　

一
三
三
㎝

用
林
顕
材
は
、
磐
崎
郡
金
成
村（
小
名
浜
金
成
）を
本
領
と
し
た
岡
本
氏

の
出
身
で
、
禅
長
寺
に
入
っ
た
後
、
鎌
倉
五
山
の
建
長
寺
一
七
三
世
の
住

職
と
な
っ
た
人
物
で
あ
る
。

享
禄
元
年（
一
五
二
八
）に
足
利
義
晴
か
ら
顕
材
宛
に
出
さ
れ
た
建
長
寺

住
職
任
命
の
公こ
う

帖じ
ょ
う

に
よ
っ
て
、
こ
の
「
山
門
疏
」
の
成
立
年
を
知
る
こ

と
が
で
き
る
。

「
疏そ

」と
は
、禅
宗
で
は
下
か
ら
上
へ
出
す
文
書
を
言
う
。「
山
門
疏
」は
、

住
職
が
新
た
に
任
命
さ
れ
た
赴
任
先
の
寺
院
に
よ
っ
て
新
命
を
拝
請
す
る

た
め
に
書
か
れ
る
も
の
で
、
最
後
の
句
に
は
天
皇
の
聖せ
い

寿じ
ゅ

を
祝
い
、
国
家

の
安
寧
を
祈
る
意
味
の
語
を
用
い
る
。
差
出
人
の
署
名
は
、
知
事
比
丘
・

頭
首
比
丘
・
勤
旧
比
丘
の
三
者
で
あ
る
。
縦
横
に
墨
罫
の
あ
る
特
定
の
料

紙
に
、
闕け
つ

字じ

・
平へ
い

出し
ゅ
つ

・
擡た
い

頭と
う

な
ど
の
法
則
を
厳
重
に
守
っ
て
楷
書
さ
れ

る
文
書
で
、
寺
の
書
記
が
こ
れ
を
作
成
す
る
の
が
原
則
で
あ
っ
た
。「
疏
」

の
構
成
は
、蒙
頭
・
八
字
称
・
過
句
・
襲
句
・
結
句
の
五
部
分
よ
り
成
り
、

そ
の
中
に
新
命
者
に
つ
い
て
何
を
各
部
で
表
現
す
べ
き
か
が
定
め
ら
れ
て

い
る
。
文
体
は
四し

六ろ
く

駢べ
ん

儷れ
い

体た
い

と
呼
ば
れ
、
四
字
句
、
六
字
句
を
基
調
と
し

て
対
句
を
用
い
、
音
調
を
と
と
の
え
、
故
事
を
盛
り
込
み
美び

辞じ

麗れ
い

句く

を
用

い
る
こ
と
が
特
徴
と
さ
れ
て
い
る
。

享
禄
元
年
閏
九
月
に
足
利
義
晴
の
公
帖
を
う
け
た
顕
材
は
、
関
東
十
刹

の
禅
興
寺
か
ら
建
長
寺
の
住
職
と
な
っ
た
。
入
院
の
式
に
当
た
り
、
建
長

寺
方
丈
で
寺
か
ら
の
招
聘
状
と
も
い
う
べ
き
山
門
疏
が
、
軸
に
表
装
さ
れ

前
堂
首
座
に
よ
っ
て
読
み
上
げ
ら
れ
た
。
顕
材
の
建
長
寺
退
引
後
、
そ
の

転
出
に
と
も
な
っ
て
「
山
門
疏
」
は
禅
長
寺
に
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。
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高た
か

月つ
き

山さ
ん

阿あ

遮し
ゃ

院い
ん

祠し

堂ど
う

金き
ん

之の

記き　
　
　

一
巻

指　

定　

平
成
七
年
四
月
二
十
八
日

所
在
地　

い
わ
き
市
四
倉
町
薬
王
寺
字
塙

所
有
者　

薬
王
寺

江
戸
時
代
・
享
保
九
年（
一
七
二
四
）

縦　

三
四
㎝
、
横　

一
五
〇
㎝

飯
野
八
幡
宮
神
主
・
飯
野
式
部
大
輔
盛
政
の
弟
、
星
野
勘
左
衛
門
政
勝

が
延
宝
三
年（
一
六
七
五
）に
没
し
、
飯
野
家
の
菩
提
寺
阿
遮
院（
天
正
八
年

（
一
五
八
〇
）薬
王
寺
七
世
・
宥
堅
の
開
山
）に
葬
ら
れ
た
。
宝
永
四
年（
一
七
〇
七
）

の
三
十
三
回
忌
に
金
三
両
が
寄
進
さ
れ
、
神
領
の
代
官
・
大
河
原
茂
右
衛

門
に
預
け
ら
れ
、
毎
年
そ
の
利
息
米
が
供
養
料
に
充
て
ら
れ
た
。
更
に
、

五
十
回
忌
に
当
た
る
享
保
九
年（
一
七
二
四
）に
は
、
星
野
政
勝
の
子
息
・

杏
庵
尹
勝（
江
戸
の
町
医
者
で
、
新
井
白
石
の
友
人
）が
金
七
両
を
寄
進
し
、
そ

の
利
息
米
を
日
々
の
供
養
料
、
墓
所
の
修
理
及
び
香こ
う

花げ

灯と
う

明み
ょ
う

料り
ょ
う

に
す
る

と
い
う
尹
勝
の
志
を
記
し
た
も
の
が
「
高
月
山
阿
遮
院
祠
堂
金
之
記
」
で

あ
る
。

祠
堂
金
と
は
永
く
祖
先
の
霊
を
供
養
す
る
た
め
に
、
祠
堂
修
復
の
名
目

で
寺
に
寄
進
す
る
金
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
を
書
写
し
た
の
は
、
江
戸
時
代
中
期
の
書
家
と
し
て
代
表
的
な

佐
々
木
文
山（
一
六
五
九
～
一
七
三
五
）で
あ
る
。
文
山
は
、
磐
城
平
藩
主
・

内
藤
政
樹
に
召
抱
え
ら
れ
て
い
た
能
書
家
で
あ
っ
た
。
そ
の
作
品
に
は
、

扁
額
で
は
長
谷
寺
の
「
慈
光
殿
」、
絵
巻
で
は
「
紙
本
著
色
黒
石
大
明
神

縁
起
絵
巻
」（
市
指
定
）な
ど
数
点
の
作
品
が
現
存
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
、

こ
の
「
高
月
山
阿
遮
院
祠
堂
金
之
記
」
は
、
特
に
代
表
的
傑
作
と
み
ら
れ

る
。
唐
様
や
朝
鮮
系
の
書
風
が
よ
く
あ
ら
わ
れ
、
得
意
の
楷
書
で
一
字
一

字
正
確
に
記
さ
れ
た
、
文
山
晩
年
期
の
作
品
で
あ
る
。

文
山
は
江
戸
に
生
ま
れ
、
名
は
襲
・
淵
竜
。
文
山
は
そ
の
字あ
ざ
な

で
あ
る
。

墨
花
堂
と
号
し
、
通
称
百
助
、
一
時
高
松
藩
に
仕
え
た
。
広
く
寺
社
の
扁

額
を
書
し
、
門
弟
が
多
く
、
榎
本
其
角
や
紀
伊
国
屋
文
左
衛
門
ら
と
も
交

遊
し
、
逸
話
が
多
い
人
物
で
あ
る
。
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奥お
う

州し
ゅ
う

磐い
わ

城き

薬や
く

王お
う

寺じ

来ら
い

由ゆ

記き　
　
　

一
巻

指　

定　

平
成
七
年
四
月
二
十
八
日

所
在
地　

い
わ
き
市
四
倉
町
薬
王
寺
字
塙

所
有
者　

薬
王
寺

江
戸
時
代

縦　

二
九
・
三
㎝
、
横　

六
二
七
・
〇
㎝

「
奥
州
磐
城
薬
王
寺
来
由
記
」
は
、
真
言
宗
智
山
派
に
属
す
る
薬
王
寺

の
寺
史
を
主
と
し
、
更
に
寺
史
を
記
し
た
禅
海（
一
六
三
八
～
一
七
〇
九
）の

伝
記
等
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。

奥
書
に
よ
る
と
、
同
寺
の
十
九
世
住
職
で
あ
っ
た
禅
海
が
隠
退
す
る
に

あ
た
り
、
貞
享
四
年（
一
六
八
七
）八
月
に
薬
王
寺
の
由
来
を
詳
細
に
記
し

た
も
の
で
あ
る
。

筑
波
の
徳
一
が
奥
州
布
教
の
お
り
、
八
茎
嶽
に
薬
師
堂
を
建
立
し
た
こ

と
に
始
ま
り
、
建
武
の
頃
に
は
勅ち
ょ
く

任に
ん

の
僧
正
が
在
住
す
る
寺
で
あ
っ
た

こ
と
、
し
か
し
平
朝
義
の
た
め
僧
正
が
追
放
さ
れ
て
か
ら
は
、
し
だ
い
に

衰
え
て
し
ま
っ
た
こ
と
、
そ
の
寺
を
再
建
し
た
の
が
僧
正
の
生
ま
れ
か
わ

り
と
し
て
誕
生
し
た
岩
城
隆
忠
で
あ
る
こ
と
な
ど
、
伝
承
さ
れ
て
い
る
下

神
谷
の
花
園
山
の
一
鍬
塚
に
ま
つ
わ
る
話
を
交
え
て
、
十
八
代
二
四
〇
年

に
わ
た
る
歴
史
あ
る
真
言
の
根
本
道
場
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

元
禄
五
年（
一
六
九
二
）三
月
、
禅
海
の
門
弟
で
あ
っ
た
仙
台
大
崎
八
幡

神
社
の
別
当
龍
宝
寺
の
二
十
二
世
実
養
は
禅
海
の
伝
記
を
つ
く
っ
た
。
さ

ら
に
禅
海
も
遺ゆ
い

偈げ

を
つ
く
り
、
み
ず
か
ら
の
葬
儀
の
作
法
を
も
書
き
残
し

た
。
禅
海
は
、
隠
退
後
は
白
水
の
遍
照
光
院
に
住
ん
で
入
寂
し
た
。
そ
の

後
継
者
で
あ
る
禅
悦
が
、
宝
永
六
年（
一
七
〇
九
）秋
、
師
を
し
の
び
、
禅

海
が
あ
ら
わ
し
た
「
薬
王
寺
来
由
記
」
な
ど
を
ま
と
め
て
一
巻
と
し
た
も

の
で
あ
る
。

禅
海
が
能
筆
家
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
専
称
寺
に
伝
わ
る
「
無む

量り
ょ
う

寿じ
ゅ

経き
ょ
う

」で
知
ら
れ
る
が
、禅
悦
も
師
に
優
る
と
も
お
と
ら
ぬ
能
筆
家
で
あ
り
、

当
時
の
僧
侶
達
の
書
の
力
量
を
知
る
上
で
貴
重
で
あ
る
。


